
閉鎖登記簿電子化のお知らせ
この度，本登記所に保管されてい

る輪島市の土地閉鎖登記簿（不動産
登記事務のコンピュータ化に伴い，
昭和６３年法務省令第３７号附則第
２条第２項又は平成１７年法務省令
第１８号附則第３条第２項の規定に
より閉鎖された登記簿）が電子化さ
れました。
これに伴い，輪島市の同土地閉鎖

登記簿の謄抄本交付及び閲覧につき
ましては，電子情報を用いて交付
（認証文付与）又は閲覧に供して行
うことになります。
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